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(57)【要約】
【課題】振動除去装置において、振動がない基台を基準
として用いることなく、対象物の振動を抑制または除去
することである。
【解決手段】振動除去装置１０は、振動除去対象物であ
る定盤８の加速度を検出する加速度センサ１２と、慣性
体と慣性体を移動駆動するアクチュエータ機構を含む装
置本体部２０と、加速度センサ１２の検出値に応じて装
置本体部２０のアクチュエータ機構を駆動制御する制御
部１６と、装置本体部２０において慣性体を流体支持等
するための流体を供給する流体供給部１４とを含んで構
成される。装置本体部２０は、振動特性的に弱いバネ定
数を有する保持バネによって保持される慣性体を含み、
定盤８に取り付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動除去の対象である対象物に取り付けられて固定される筐体と、
　流体支持によって筐体に対し移動可能に支持される慣性体と、
　慣性体に移動駆動力を非接触で与えるアクチュエータ機構と、
　筐体を介して慣性体の移動の反力を対象物に伝えて対象物の振動の加速度を打ち消すよ
うに、対象物の加速度に応じてアクチュエータ機構を駆動制御する制御部と、
　を有することを特徴とする振動除去装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の振動除去装置において、
　慣性体の移動方向の両側と筐体との間に形成される両流体室を連通する連通路を有する
ことを特徴とする振動除去装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の振動除去装置において、
　筐体の内壁面と慣性体の外周との間の隙間に流体支持用の流体を供給するとともに、ア
クチュエータ機構に冷却用の流体を供給する流体供給手段を有することを特徴とする振動
除去装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の振動除去装置において、
　慣性体を筐体に対し中立位置に支持する支持部材であって、そのバネ定数と、慣性体の
質量とで定まる固有振動数が０．１Ｈｚ以上１０Ｈｚ以下である支持部材を有することを
特徴とする振動除去装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の振動除去装置において、
　慣性体が移動駆動されることで生じる変位を検出する変位センサを有し、
　制御部は、
　変位センサの検出値に応じて、慣性体を筐体に対し中立位置に支持する支持加速度を演
算によって算出し、算出された支持加速度をアクチュエータ機構の指令加速度にフィード
バックするフィードバック手段を含み、慣性体を中立位置に支持することを特徴とする振
動除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は振動除去装置に係り、対象物の振動を除去する振動除去装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　精密な測定、加工、作業等を行なう際に、対象物が微小振動していると、その精度が確
保できない。外部からの振動を対象物に与えないようにするために、防振台、あるいは除
振台が用いられる。防振台、あるいは除振台は、大きな質量を有する定盤を、空気バネ等
で支持し、テーブルに伝達される外部からの振動を抑制するように工夫される。さらに、
定盤自身の振動を抑制し、あるいは、定盤上の対象物の振動が定盤に伝達されないように
工夫がなされる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、定盤の加速度のＤＣ成分を除去するための振動除去装置が開
示されている。ここでは、定盤の下部にコイルアクチュエータを床面に固定された基台と
の間に設けている。コイルアクチュエータは、空気バネを介して基台の上に立設したコイ
ルと、定盤の下部に固定されたマグネット及び磁性体から構成されている。定盤上の制御
対象の加速度が加速度センサで検出されると、時系列信号として記憶し、その平均値を求
め、最新の加速度との差分をとって、加速度のＤＣ成分を除去することが述べられている
。　
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【０００４】
　また、特許文献２には、移動体の加減速に伴う反力を定盤に伝えなくするステージ装置
が開示されている。ここでは、定盤の上に設置されるＸＹステージとその駆動源であるＸ
Ｙリニアモータの加減速に伴う反力を打ち消すため、力補償素子を設けている。この力補
償素子は、Ｘリニアモータのコイルを支持するＸ固定子である連結フレームの先端に力補
償素子用コイルが設けられ、定盤が置かれる床面に固定された基台側に永久磁石とヨーク
が設けられている。そして、力補償用コイルは、Ｘリニアモータのコイルと同じ特性のも
のとし、それに与える指令値もＸリニアモータのコイルに与えるものと同じとすることで
、簡単にＸリニアモータが定盤に与える反力を打ち消すことができると述べられている。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１３７３７１号公報
【特許文献２】特開平１０－１２５５９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１においては、定盤の振動を除去するために、定盤と基台との間にコイルアク
チュエータが設けられる。また、特許文献２においては、ＸＹステージの移動反力を定盤
に伝えないように、基台側とＸＹステージの連結フレームとの間に力補償素子が設けられ
る。これらによって、定盤の振動を抑制することができる。
【０００７】
　しかし、これらの従来技術は、定盤の振動を抑制するために、定盤とは別の基台に、コ
イルアクチュエータあるいは力補償素子の一端を固定し、これらから、振動抑制のための
力を定盤に与えている。すなわち、従来技術は、振動がない基台を基準として、定盤の振
動を抑制していることになる。しかし、実際の精密機器等では、振動がない基台を基準と
できない場合がある。このような場合には、精密機器自体の振動を抑制または除去するこ
とが困難である。
【０００８】
　本発明の目的は、振動がない基台を基準として用いることなく、対象物の振動を抑制ま
たは除去することを可能とする振動除去装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る振動除去装置は、振動除去の対象である対象物に取り付けられて固定され
る筐体と、流体支持によって筐体に対し移動可能に支持される慣性体と、慣性体に移動駆
動力を非接触で与えるアクチュエータ機構と、筐体を介して慣性体の移動の反力を対象物
に伝えて対象物の振動の加速度を打ち消すように、対象物の加速度に応じてアクチュエー
タ機構を駆動制御する制御部と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る振動除去装置において、慣性体の移動方向の両側と筐体との間に形成され
る両流体室を連通する連通路を有することが好ましい。
【００１１】
　本発明に係る振動除去装置において、筐体の内壁面と慣性体の外周との間の隙間に流体
支持用の流体を供給するとともに、アクチュエータ機構に冷却用の流体を供給する流体供
給手段を有することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る振動除去装置において、慣性体を筐体に対し中立位置に支持する支
持部材であって、そのバネ定数と、慣性体の質量とで定まる固有振動数が０．１Ｈｚ以上
１０Ｈｚ以下である支持部材を有することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係る振動除去装置において、慣性体が移動駆動されることで生じる変位
を検出する変位センサを有し、制御部は、変位センサの検出値に応じて、慣性体を筐体に
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対し中立位置に支持する支持加速度を演算によって算出し、算出された支持加速度をアク
チュエータ機構の指令加速度にフィードバックするフィードバック手段を含み、慣性体を
中立位置に支持することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記構成により、振動除去装置は、振動除去の対象である対象物に取り付けられて固定
される筐体と、流体支持によって筐体に対し移動可能に支持される慣性体と、慣性体に移
動駆動力を非接触で与えるアクチュエータ機構と、筐体を介して慣性体の移動の反力を対
象物に伝えて対象物の振動の加速度を打ち消すように、対象物の加速度に応じてアクチュ
エータ機構を駆動制御する制御部とを有する。慣性体は、流体支持によって移動可能であ
るので、滑らかに質量の移動を行うことができ、この質量の移動による反力を、筐体を介
して対象物に伝え、これによって、対象物の振動の加速度を打ち消すことができる。この
構成では、振動がない基台を基準とすることなく、単に、振動除去装置を対象物に取り付
けるだけで、対象物の微小な振動を除去できる。
【００１５】
　また、慣性体の移動方向の両側と筐体との間に形成される両流体室を連通する連通路を
有するので、慣性体の両側の流体室の流体圧が同じとなり、慣性体の移動に対する流体圧
の影響を抑制することができる。
【００１６】
　また、流体供給手段は、筐体の内壁面と慣性体の外周との間の隙間に流体支持用の流体
を供給するとともに、アクチュエータ機構に冷却用の流体を供給するので、アクチュエー
タ機構の発熱に対する特別な冷却手段を設ける必要がない。
【００１７】
　また、慣性体を筐体に対し中立位置に支持する支持部材は、そのバネ定数と、慣性体の
質量とで定まる固有振動数が０．１Ｈｚ以上１０Ｈｚ以下である。つまり、支持部材は、
振動特性から言うと、弱いバネであって、慣性体の駆動力は、このバネの付勢力の影響を
ほとんど受けず、アクチュエータ機構への指令加速度にほぼ比例する駆動力を受ける。し
たがって、慣性体の移動による反力も、この指令加速度にほぼ比例することになり、振動
除去装置の特性として、入力指令加速度にほぼ比例した振動除去加速度を出力することが
できる。
【００１８】
　また、振動除去装置は、慣性体の変位を検出する変位センサを有し、制御部は、変位セ
ンサの検出値に応じて、慣性体を筐体に対し中立位置に支持する支持加速度を演算によっ
て算出し、算出された支持加速度をアクチュエータ機構の指令加速度にフィードバックす
る。これによって、支持部材を用いることなく、制御技術によって、慣性体を支持するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に図面を用いて、本発明に係る実施の形態につき、詳細に説明する。以下では、振
動除去の対象物を、定盤として説明するが、微小振動を除去する必要がある対象物であれ
ば、定盤以外のものであってもよい。例えば、精密測定器の筐体あるいはステージ、露光
装置のステージ、精密引張試験機の筐体、精密加工機のステージ、精密組立機のステージ
等であってもよい。なお、以下では、除去する振動を、例えば、変位でμｍあるいはｎｍ
程度の微小振動として説明するが、これは小型の振動除去装置を想定しての説明のためで
あって、除去すべき対象物の加速度の大きさに対応して、慣性体の質量の大きさ、駆動力
を設定することで、一般的な振動の除去に用いることができることはもちろんである。
【実施例１】
【００２０】
　図１は、振動除去装置１０の構成を説明する図である。図１には、振動除去装置１０の
構成要素ではないが、振動除去の対象である定盤８と、定盤８が空気バネ等で据え付けら
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れる基台６が図示されている。振動除去装置１０は、振動除去の対象である対象物に取り
付けて、その対象物の微小振動を除去する機能を有する。微小振動とは、対象物の変位に
換算して、ｎｍからμｍ程度の大きさの振動で、対象物の機能、例えば、精密測定、精密
加工、精密組立等の観点から無視できない振動である。なお、図１に示すＹ方向は、重力
方向で、Ｘ方向は重力方向に垂直な水平方向である。以下の各図においても同様である。
以下では、定盤８について除去対象の振動の加速度方向は、定盤８の面に平行な方向とし
てある。図１においては、定盤８の面は水平面であるので、除去対象の微小振動の加速度
方向は、Ｘ方向である。
【００２１】
　振動除去装置１０は、振動除去対象物である定盤８の加速度を検出する加速度センサ１
２と、後述する慣性体と慣性体を駆動するアクチュエータ機構とを含んで構成される装置
本体部２０と、加速度センサ１２の検出値に応じて装置本体部２０のアクチュエータ機構
を駆動制御する制御部１６と、装置本体部２０において慣性体を流体支持等するための流
体を供給する流体供給部１４とを含んで構成される。
【００２２】
　加速度センサ１２は、定盤８の加速度を検出できるものであればよく、例えば、適当な
半導体加速度センサ等を用いることができる。あるいは、レーザ変位測定器の検出データ
を処理して、加速度として出力する精密加速度検出システムを用いてもよい。
【００２３】
　流体供給部１４は、装置本体部２０において、慣性体を流体支持するために適当な粒耐
圧に制御された流体を生成する機能を有する装置で、例えば、気体源とレギュレータ等で
構成することができる。さらに精密な流体圧を必要とするときは、流体圧制御弁等を用い
ることができる。流体としては、例えば、乾燥空気、乾燥窒素、乾燥不活性ガス等の気体
を用いることができるほか、場合によっては、オイル、水等の液体を用いることができる
。
【００２４】
　図２は、装置本体部２０の構成を示す図である。装置本体部２０は、筐体２２と、筐体
２２の内部に、流体支持される慣性体３０と、慣性体３０をＸ方向に移動駆動するアクチ
ュエータ機構４０を含んで構成される。
【００２５】
　筐体２２は、外形がほぼ直方体の部材で、その内部には、慣性体３０をＸ方向に移動可
能に流体支持するための断面円形の空間が形成されている。筐体２２は、中央部２４と、
その両側をふさぐ側板２６，２８とから構成される。中央部２４と、側板２６，２８とは
、流体を内部に保持し、漏らさないように、しっかりシールされて組立固定される。
【００２６】
　中央部２４は、直方体外形で、慣性体３０を流体支持するための穴を有する部材である
。その穴の直径は、慣性体３０の外径よりやや大きめに設定される。穴の内壁面は、慣性
体３０の外周とで、流体軸受機構を形成する面であり、滑らかに表面処理が施される。
【００２７】
　筐体２２の一方の側板２６と、慣性体３０の一方端側との間に設けられるアクチュエー
タ機構４０は、制御部１６の制御の下で、筐体２２に対し、慣性体３０を所定の加速度で
移動駆動する機能を有し、具体的にはいわゆるフォースモータの構成を有する。すなわち
、アクチュエータ機構４０は、筐体２２の側板に、固定子であるコイル４２が取り付けら
れ、慣性体３０の一方端側に可動子である永久磁石４４が取り付けられる。コイル４２の
各端子は、筐体２２に設けられた端子台を経由して制御部１６に接続される。
【００２８】
　慣性体３０は、円柱状の部材で、比質量の比較的大きな材料で形成される質量体である
。例えば、ステンレス鋼等を円柱状に加工し、さらに必要な形状加工を加えたものを用い
ることができる。慣性体３０の円柱状外周面は、筐体２２の内壁面との間で流体軸受機構
を形成する面であるので、滑らかに精度よく加工される。
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【００２９】
　慣性体３０の両端部と、筐体２２の側板２６，２８との間に設けられる保持バネ５０，
５２は、慣性体３０を筐体２２に対し、Ｘ方向について中立位置に支持するための支持部
材である。保持バネ５０，５２は、その両端部においてボール座によって支持されている
。これによって、保持バネ５０，５２と、慣性体３０、両側板２６，２８との間の摩擦を
低減することができる。なお、保持バネ５２と側板２８との間には、中立位置を微調整す
るための調整ネジ５４が設けられる。
【００３０】
　保持バネ５０，５２は、振動特性的に弱いバネとして構成される。具体的には、慣性体
３０の質量Ｍと、保持バネ５０，５２のバネ定数ｋとで定まる固有振動数が、０．１Ｈｚ
から１０Ｈｚ程度となるように、バネ定数ｋが設定される。好ましくは、固有振動数が１
Ｈｚ程度となるバネ定数がよい。このようにすることで、アクチュエータ機構４０によっ
て慣性体３０がＸ方向に移動駆動されるときに、保持バネ５０，５２の付勢力の影響を抑
制することができる。つまり、慣性体３０をαの加速度で移動させるためには、保持バネ
５０，５２の影響を考慮せずに、アクチュエータ機構４０が、慣性体３０にＭαの駆動力
を与えればよい。したがって、慣性体３０の移動駆動の制御が簡単になる。
【００３１】
　筐体２２の外側に設けられるマニフォールド６０は、流体供給部１４に接続され、流体
を筐体２２の内部に導き、筐体２２の内部から外部に排出する機能を有する部材である。
マニフォールド６０には、筐体２２の中央部２４におけるほぼ中央の側面に設けられる流
体供給貫通穴６５に対応して、供給流路６２が設けられ、筐体２２の中央部２４の端部に
設けられる流体排出貫通穴に対応して、排出流路６４が設けられる。供給流路６２、排出
流路６４には、必要に応じ、適当な絞り機構を設けることができる。
【００３２】
　筐体２２の中央部２４の流体供給貫通穴６５から供給される流体は、筐体２２の内壁面
と慣性体３０の外周面との間の隙間６６に吹き出し、いわゆる流体軸受機構によって、慣
性体３０を筐体２２の内壁面から浮上させる。このようにして、慣性体３０は、筐体２２
との間で流体支持され、アクチュエータ機構４０によって、滑らかにＸ方向に移動駆動さ
れることができる。
【００３３】
　筐体２２の中央部２４の流体供給貫通穴６５に対応して、慣性体３０に設けられる内部
流路６８は、アクチュエータ機構４０のコイル４２のところに流体を導く機能を有する。
これによって、コイル４２の発熱による温度上昇を抑制することができる。なお、内部流
路６８には、必要に応じ、適当な絞り機構を設けることができる。
【００３４】
　また、慣性体３０の内部をＸ方向に貫通して設けられる連通路７０は、慣性体３０の両
端部と、筐体２２との間に形成される流体室７２，７４を連通する機能を有する。これに
より、両流体室７２，７４の流体圧を同じにすることができ、慣性体３０のＸ方向の移動
に対する流体圧の影響を抑制することができる。
【００３５】
　再び図１に戻り、制御部１６は、加速度センサ１２の検出値に応じて、図２で説明した
アクチュエータ機構４０のコイル４２に駆動電流を供給して、慣性体３０をＸ方向に移動
駆動させる機能を有する。
【００３６】
　ここで、上記構成の振動除去装置１０の作用を説明する。上記のように、保持バネ５０
，５２は、この移動駆動に対し、ほとんど影響を与えない程度に振動特性的に弱いバネ定
数を有している。したがって、加速度センサ１２の検出値が－α（図１参照）であるとす
れば、慣性体３０の質量をＭとして、制御部１６は、アクチュエータ機構４０に対し、慣
性体３０への駆動力が－Ｍαとなるような駆動電流を与える。これにより、慣性体３０は
、－αの加速度で、筐体２２に対し移動する。この移動の反力であるＭαは、コイル４２
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を経て、筐体２２に伝えられ、筐体２２が固定される定盤８に伝えられる。すなわち、定
盤８には、振動除去装置１０から＋αの加速度が与えられることになる。これによって、
定盤８の振動の加速度－αが、相殺され、除去される。このように、定盤８の振動を除去
するための慣性体３０の駆動は、オープンループで実行される。
【実施例２】
【００３７】
　図３は、振動除去対象の定盤８の面がＹ方向、すなわち、重力方向である場合の装置本
体部８０の構成を示す図である。装置本体部８０以外の構成要素は、図１と同様の内容で
ある。なお、以下では、図１、図２と共通の要素には同一の符号を付し、詳細な説明を省
略する。ここでは、除去すべき定盤８の振動加速度方向をＹ方向とする。
【００３８】
　この場合、装置本体部８０も、慣性体３０がＹ方向に移動駆動されるように、図２の場
合に対し、角度にして９０度回転して、筐体２２が定盤８に取り付けられる。このように
取り付けると、慣性体３０の移動が重力の影響を受けるので、新しく、慣性体３０の内部
に、釣合流体用流路８２が設けられる。釣合流体用流路８２は、内部流路６８から分岐し
て、慣性体３０の下部側に位置する流体室７４に開口する流路である。これにより、流体
供給部１４から、流体室７４に、適当な圧力の流体が供給され、慣性体３０を重力方向と
逆方向に浮上させることができる。したがって、慣性体３０のＹ方向移動に対する重力の
影響を抑制することができる。
【実施例３】
【００３９】
　上記では、慣性体３０の中立位置の保持及び調整は、保持バネ５０，５２で行うものと
して説明した。慣性体３０の中立位置の調整方向は、アクチュエータ機構４０の駆動方向
と同じ方向であるので、アクチュエータ機構４０に対する加速度指令を修正することで、
保持バネ５０，５２を用いずに、慣性体３０の中立位置の保持を行うことができる。この
場合には、慣性体３０は、流体軸受機構と、アクチュエータ機構４０からの支持加速度に
よる支持力によって、中立位置に保持されることになる。
【００４０】
　図４は、保持バネを用いずに慣性体３０を中立位置に保持する装置本体部９０の構成を
示す図である。図２と同様の要素には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。この装
置本体部９０は、図２の装置本体部２０から保持バネ５０，５２を省略し、慣性体３０の
端部と、側板２８との間にＸ方向の変位を検出する変位センサ９２を設けたものである。
変位センサ９２は、慣性体３０側に取り付けられる磁性プローブ９４と、側板２８に設け
られる検出コイル９４を含んで構成される。変位センサ９２の出力は、筐体２２に設けら
れる端子台を経由して、制御部１６に伝送される。
【００４１】
　図５は、慣性体３０の駆動制御を示すブロックダイアグラムである。このブロックダイ
アグラムは、主ルートとしてのオープンループと、変位をフィードバックするフィードバ
ックループとを有する。主ループは、図２の装置本体部２０における慣性体３０のオープ
ンループ制御に相当する。すなわち、加速度指令１０２は、ゲイン１０４によって位置指
令に変換され、電流ブースタ１１６によって駆動電流指令値に変換されてアクチュエータ
機構４０に供給され、これによって慣性体３０を移動駆動すると共に、定盤８に振動除去
のための補償力１１８を与える。
【００４２】
　フィードバックループは、慣性体３０に中立位置の保持のための保持力を与えるための
ものである。すなわち、慣性体３０の変位は、変位センサ９２によって検出され、適当な
フィードバックゲイン１２０によって加速度に変換され、減算器１０６において、もとも
との加速度指令１０２に対し減算が行われる。減算の結果は、ゲイン１０８によって速度
指令に変換され、ゲイン１１２によって位置指令に変換され、ゲイン１０４によって変換
された主ループの位置指令と、加算器１１４によって加算され、電流ブースタ１１６に供
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給される。電流ブースタ１１６の以後の作用は、主ループで説明した内容である。これに
よって、慣性体３０の位置情報が保持力に相当する加速度としてフィードバックされ、中
立位置に保持するように位置指令が修正される。
【００４３】
　なお、変位センサ９２の出力を微分ゲイン１２２で速度指令に変換し、これを減算器１
１０において、ゲイン１０８の速度指令に対し減算することで、適当なダンピング成分を
、慣性体３０の運動に付与することができる。
【００４４】
　このように、保持バネ５０，５２を用いることなく、制御技術によって、慣性体３０を
中立位置に保持することができる。また、必要に応じ、ダンピング素子を用いることなく
、制御技術によって、慣性体３０の運動にダンピング要素を付加することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係る実施の形態において、振動除去装置の構成を説明する図である　　
　。
【図２】本発明に係る実施の形態において、装置本体部の構成を示す図である。
【図３】他の実施の形態における装置本体部の構成を示す図である。
【図４】別の実施の形態における装置本体部の構成を示す図である。
【図５】別の実施の形態において、慣性体の駆動制御を示すブロックダイアグラムで　　
　ある。
【符号の説明】
【００４６】
　６　基台、８　定盤、１０　振動除去装置、１２　加速度センサ、１４　流体供給部、
１６　制御部、２０，８０，９０　装置本体部、２２　筐体、２４　中央部、２６，２８
　側板、３０　慣性体、４０　アクチュエータ機構、４２　コイル、４４　永久磁石、５
０，５２　保持バネ、５４　調整ネジ、６０　マニフォールド、６２　供給流路、６４　
排出流路、６５　流体供給貫通穴、６６　隙間、６８　内部流路、７０　連通路、７２，
７４　流体室、８２　釣合流体用流路、９２　変位センサ、９４　検出コイル、９４　磁
性プローブ、１０２　加速度指令、１０４，１０８，１１２　ゲイン、１０６，１１０　
減算器、１１４　加算器、１１６　電流ブースタ、１１８　補償力、１２０　フィードバ
ックゲイン、１２２　微分ゲイン。
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